
政
令
第
百
三
十
三
号

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
学
級
編
制
の
標
準
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
立
義
務
教

育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
学
級
編
制
の
標
準
に
関
す
る
経
過
措
置
と
し
て
毎
年
度
政
令
で
定
め
る
学
年
）

第
一
条

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び

教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

二
項
の
政
令
で
定
め
る
学
年
は
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
第
三
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
と

す
る
。



（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職

員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
四
条
第
二
項
中
「
法
第
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
公
立
義

務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
十
四

号
。
次
項
並
び
に
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
同
令
第
八
条
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第

三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
」
と

す
る
。

（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要

す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
の
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
及



び
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る

政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
、
第
九
号
、
第
十
三
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
九
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定

数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
標
準
法
第
三
条
第
二
項
本
文
」
と
、
同
条
第
九
号
中

「
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
標
準
法
第
三
条
第
二

項
本
文
」
と
、
同
条
第
十
三
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
九
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
標
準
法
第
四
条
第
二
項
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


